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(57)【要約】
【課題】挿入部先端部を構成する先端部本体への内視鏡
内蔵物の組付けを、部品の破損なく確実且つ容易に行え
る内視鏡を提供する。
【解決手段】内視鏡１は、挿入部２内の所定部材を内部
に配置するとともに、螺旋状の溝３７を有するライト口
金３１と、挿入部２内の所定部材を内部に配置するとと
もに、螺旋状の溝３７に対して引掛け可能に設けられた
フック部３４ｃを有する鏡枠３２と、を具備する。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　挿入部内の所定部材を内部に配置するとともに、螺旋状の溝を有する第１枠体と、
　前記挿入部内の所定部材を内部に配置するとともに、前記螺旋状の溝に対して引掛け可
能に設けられたフック部を有する第２枠体と、
　　を具備することを特徴とする内視鏡。
【請求項２】
　前記螺旋状の溝は、前記第１枠体の外周に形成され、
　前記フック部は、前記第２枠体の内面から中心軸方向に突出して設けられる
　　ことを特徴とする請求項１に記載の内視鏡。
【請求項３】
　前記フック部の係止爪が前記螺旋状の溝の山上に配置された非係止状態において、
　前記第２枠体を該第２枠体の長手軸回りに回転させることによって、前記フック部の係
止爪を前記螺旋状の谷内に配置させて係止状態を得る
　　ことを特徴とする請求項１に記載の内視鏡。
【請求項４】
　前記第１枠体の内部にはライトガイドファイバ束を配置し、
　前記第２枠体の内部には照明レンズを配置する
　　ことを特徴とする請求項１に記載の内視鏡。
【請求項５】
　前記第１枠体と前記第２枠体とは前記フック部を前記螺旋状の溝に引っ掛けた状態で照
明ユニットとして組み立てられて、前記挿入部に配置された他の所定部材と同様な手順で
該挿入部を構成する先端部本体の貫通孔に組み付けられることを特徴とする請求項１に記
載の内視鏡。
【請求項６】
　前記照明ユニットの前記第１枠体と前記第２枠体との接触領域に充填剤が塗布されてい
る
　　ことを特徴とする請求項５に記載の内視鏡。
【請求項７】
　前記フック部の係止爪の幅寸法は、前記第１枠体の外径に対して略１／４に設定した
　　ことを特徴とする請求項３に記載の内視鏡。
【請求項８】
　前記第２枠体の先端面側に分割フランジを設け、
　前記先端部本体の貫通孔に前記分割凸部が通過可能な軸方向溝、及び前記分割凸部が配
置される底面を有するフランジ用凹部を設けた
　　ことを特徴とする請求項５に記載の内視鏡。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、挿入部内にライトガイドファイバ束が設けられた内視鏡に関する。
【背景技術】
【０００２】
　内視鏡は、医療分野及び工業用分野等において利用されている。医療分野において用い
られる内視鏡は、挿入部を体内に挿入して観察等を行えるとともに、必要に応じて処置具
を用いて各種治療処置を行えるようになっている。
【０００３】
　図１に示すように内視鏡の挿入部１００の先端部１０１には、硬質な先端部本体１０２
が設けられており、先端部本体１０２には、撮像ユニット（不図示）、照明ユニット１１
０、チャンネル管路１２０、送気送水管路（不図示）等の内視鏡内蔵物を固設するための
複数の軸方向貫通孔が形成されている。
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【０００４】
　複数の軸方向貫通孔は、例えば、撮像用孔（不図示）、照明用孔１１１、チャンネル用
孔１２１、送気送水用孔（不図示）等である。　
　送気送水用孔には送気チューブ、送水チューブが連結される送気送水用連結パイプの一
端部が充填剤等によって固設され、チャンネル用孔１２１にはチャンネルチューブ１２２
が連結されるチャンネル用連結パイプ１２３の一端部が固設され、照明用孔１１１には照
明レンズ及びライトガイドファイバ束を備えた照明ユニット１１０が固設され、撮像用孔
には対物レンズ、固体撮像素子及び回路基板等を備えた撮像ユニットが固設される。
【０００５】
　ここで、撮像ユニット、チャンネル用連結パイプの一端部、及び送気送水用連結パイプ
の一端部は、先端部本体１０２の撮像用孔、チャンネル用孔１２１、及び送気送水用孔に
それぞれ基端側から挿通配置された後、例えば充填剤によって固設される。
【０００６】
　これに対して、照明レンズ１１２が固設された鏡枠１１３と、ライトガイドファイバ束
１１４が固設された口金１１５とが別体である照明ユニット１１０は、鏡枠１１３を先端
部本体１０２の照明用孔１１１に先端面１０３側から挿通配置して充填剤によって固設し
た後、口金１１５を先端部本体１０２に固設された鏡枠１１３に対して基端側から挿通配
置し、その後、特許文献１に示されている「口金部材２７はビス３１で保持部材２８に固
定する」技術によって、該鏡枠１１３に図示されていないビスでビス固定されると共に、
充填剤によって固設される。
【０００７】
　つまり、照明ユニット１１０の組付手順は、撮像ユニットの組付手順、チャンネル用連
結パイプの一端部の組付手順、及び送気送水用連結パイプの一端部の組付手順、と異なっ
ていた。
【０００８】
　近年、内視鏡においては、挿入部のさらなる細径化が望まれており、そのためには先端
部本体の外径を小さくする必要がある。そして、先端部本体の外径を小さくするため、上
述した撮像用孔、照明用孔、チャンネル用孔、送気送水用孔等を接近させて、挿通される
内蔵物をできるだけ密に配置している。　
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特開２００１－２２１９５７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　しかしながら、撮像用孔、照明用孔、チャンネル用孔、送気送水用孔等を接近させる内
蔵物同士が干渉して、組立作業がより難しくなる。特に、照明ユニットにおいては、口金
を鏡枠に高精度に位置決めする技術、部品を破損すること無く口金を鏡枠に挿入し、位置
決めし、ビス固定する技術等は熟練を要する技術であった。
【００１１】
　本発明は上記事情に鑑みてなされたものであり、挿入部先端部を構成する先端部本体へ
の内視鏡内蔵物の組付けを、部品の破損なく確実且つ容易に行える内視鏡を提供すること
を目的にしている。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明の一態様による内視鏡は、挿入部内の所定部材を内部に配置するとともに、螺旋
状の溝を有する第１枠体と、前記挿入部内の所定部材を内部に配置するとともに、前記螺
旋状の溝に対して引掛け可能に設けられたフック部を有する第２枠体と、を具備している
。
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【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、挿入部先端部を構成する先端部本体への内視鏡内蔵物の組付けを、部
品の破損なく確実且つ容易に行える内視鏡を実現できる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】従来の内視鏡を説明する図であって、挿入部先端部の先端部本体と内視鏡内蔵物
との関係を説明する図
【図２】内視鏡を説明する図
【図３】複数の軸方向貫通孔を有する先端部本体を説明する図
【図４】先端部本体に組み付けられる複数の内視鏡内蔵物及び先端カバーを説明する図
【図５】照明ユニットを構成する別体のライトガイド口金と鏡枠とを説明する斜視図
【図６】照明ユニットを構成する別体のライトガイド口金と鏡枠とを説明する断面図
【図７Ａ】照明ユニットを組み立てる組立手順を説明する図であって、充填剤をライトガ
イド口金に塗布した状態を示す図
【図７Ｂ】ライトガイド口金の係入部が連結部の係止爪に当接してフック部が弾性変形し
た状態を示す図
【図７Ｃ】ライトガイド口金の係入部の先端面が第２内孔内の段差面に当接した状態を示
す図
【図７Ｄ】図７ＣのＡ部の拡大図であって、鏡枠を長手軸回りに回転させてフック部が連
結部の外周面より外方に反り返っている状態を解除する手順を説明する図
【図７Ｅ】図７ＣのＡ部の拡大図であって、係止爪の先端が螺旋溝の谷内に予め定めた状
態で配置されて、ライトガイド口金が鏡枠に対して長手軸方向に位置ずれすること無く係
止配置された状態を説明する図
【図８Ａ】照明ユニットを先端部本体に組み付ける組付手順を説明する図であって、照明
ユニットを先端部本体の第１軸方向貫通孔に挿入する状態を説明する図
【図８Ｂ】第１軸方向貫通孔に対して予め定めた状態で配置された照明ユニットを示す図
【図９Ａ】他の構成の照明ユニットを説明する図
【図９Ｂ】図９Ａ矢印Ｙ９Ｂ方向から照明ユニットを見た図
【図１０Ａ】照明ユニットの変形例であって、鏡枠に先端部フランジを設けた照明ユニッ
トを説明する図
【図１０Ｂ】照明ユニットの正面図であって、フランジの構成例を説明する図
【図１０Ｃ】先端部本体に設けられた軸方向溝及びフランジ用凹部を設けた第１軸方向貫
通孔を説明する図
【図１０Ｄ】先端部フランジを鏡枠にを設けた照明ユニットを軸方向溝及びフランジ用凹
部を有する第１軸方向貫通孔に挿通した状態を説明する図
【図１０Ｅ】照明ユニットを回転させて先端部フランジを軸方向溝からフランジ用凹部の
底面上に配置する手順を説明する図
【図１１Ａ】フランジの他の構成例を説明する図
【図１１Ｂ】フランジの別の構成例を説明する図
【図１１Ｃ】フランジのまた他の構成例を説明する図
【図１２Ａ】フランジ基端面の構成を説明する図
【図１２Ｂ】傾斜したフランジ基端面を有する先端部フランジを説明する図
【図１２Ｃ】傾斜したフランジ基端面を有する先端部フランジとフランジ用凹部との関係
を説明する図
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。　
　なお、以下の説明に用いる各図において、各構成要素を図面上で認識可能な程度の大き
さとするため、構成要素毎に縮尺を異ならせてあるものもある。即ち、本発明は、これら



(5) JP 2017-6208 A 2017.1.12

10

20

30

40

50

の図に記載された構成要素の数量、構成要素の形状、構成要素の大きさの比率、及び各構
成要素の相対的な位置関係のみに限定されるものではない。
【００１６】
　図２に示す内視鏡１は、挿入部２と、この挿入部２の基端側に設けられた操作部３と、
この操作部３の側部から延出するユニバーサルコード４とを備えて主に構成されている。
　
　ユニバーサルコード４の基端部には内視鏡コネクタ（不図示）が設けられている。内視
鏡コネクタは、光源及びカメラコントロールユニット等を備えた外部装置に電気的に接続
される。
【００１７】
　内視鏡１の挿入部２は、先端側から順に硬性の先端部５と、この先端部５を所望の方向
に向けることを可能にする例えば上下左右方向に湾曲自在な湾曲部６と、可撓性を有する
可撓管部７とを連設して構成されている。
【００１８】
　内視鏡１の操作部３の側面には、湾曲部６を湾曲操作するための湾曲操作装置８として
上下用ノブ９、左右ノブ１０が設けられている。また、操作部３の他の面には各種操作ス
イッチ１１、内視鏡用流体制御弁である送気送水ボタン１２及び吸引ボタン１３等が設け
られている。　
　なお、符号１４は処置具挿入口であり、把持鉗子等の内視鏡用処置具が挿入される。
【００１９】
　先端部５内には図３に示すような先端部本体２０が設けられている。先端部本体２０は
、ステンレス鋼等の金属製、或いは、硬質な樹脂製、或いは、セラミック製である。先端
部本体２０には、複数の軸方向貫通孔２１、２２、２３、２４、２５等が設けられている
。
【００２０】
　第１軸方向貫通孔２１及第２軸方向貫通孔び２２は、照明用孔であって、それぞれの照
明用孔には照明ユニット３０Ａ、３０Ｂが配設される。　
　第３軸方向貫通孔２３は、撮像用孔であって、撮像ユニット４０が配設される。　
　第４軸方向貫通孔２４は、チャンネル用孔であり、第５軸方向貫通孔２５は送気送水用
孔である。　
　なお、符号２６はカバー用段部であって、カバー配設凹部２６には後述する先端カバー
（図４の符号２７参照）が配設される。
【００２１】
　図４に示す符号２７は先端カバーである。先端カバー２７は、電気絶縁性を有する例え
ば樹脂部材で形成される。先端カバー２７は、先端部本体２０の先端面側に設けられたカ
バー配設凹部２６に固設されて先端側外周部位を被覆する。
【００２２】
　符号２７ｈ１は、第１カバー貫通孔であり、第１照明ユニット３０Ａの先端部が配置さ
れる。符号２７ｈ２は、第２カバー貫通孔であり、第２照明ユニット３０Ｂの先端部が配
置される。符号２７ｈ３は、第３カバー貫通孔であり、撮像ユニット４０の先端部が配置
される。符号２７ｈ５は、第５カバー貫通孔であり、送気送水ノズル（不図示）が配置さ
れる。符号２７ｈ４は、第４カバー貫通孔であり、処置具チャンネルの導出口の開口を構
成する。
【００２３】
　本実施形態においては、図４に示すように先端部本体２０に形成されている軸方向貫通
孔２１－２５には、挿入部２内に挿通配置される内視鏡内蔵物のうち所定部材が先端部本
体２０の基端面側から挿入されて固設される。
【００２４】
　すなわち、第１照明ユニット３０Ａの先端部、第２照明ユニット３０Ｂの先端部、撮像
ユニット４０の先端部、処置具チャンネルユニット５０のチャンネル用連結パイプ５１の
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先端部、送気送水ユニット６０の送気送水用連結パイプ６１の先端部６２が軸方向貫通孔
２１－２５に挿通配置される。
【００２５】
　符号６３は送気チューブであって、送気チューブ６３は、第１基端部６４に連結されて
いる。符号６５は送水チューブであって、送水チューブ６５は、第２基端部６６に連結さ
れている。符号５２はチャンネルチューブであって、チャンネルチューブ５２の先端部が
チャンネル用連結パイプ５１の基端部に連結されている。
【００２６】
　撮像ユニット４０は、対物レンズ枠４１、撮像枠４２、撮像装置外装枠４３、信号ケー
ブル４４を備えて構成されている。
【００２７】
　第１照明ユニット３０Ａと、第２照明ユニット３０Ｂとは同様な構成であって、第１枠
体であるライトガイド口金３１と、第２枠体である鏡枠３２と、を有する。第１照明ユニ
ット３０Ａのライトガイド口金３１及び鏡枠３２と、第２照明ユニット３０Ｂのライトガ
イド口金３１及び鏡枠３２と、は、径寸法、長さ寸法等が異なっている。このため、第１
照明ユニット３０Ａの構成を説明して、第２照明ユニット３０Ｂの説明は省略する。そし
て、第１照明ユニット３０Ａを照明ユニット３０と記載する。
【００２８】
　図５、図６を参照してライトガイド口金３１及び鏡枠３２の構成を説明する。　
　図５、図６に示すように鏡枠３２は、枠本体３３と、連結部３４と、を有する。連結部
３４の外径は、枠本体３３の外径より大径である。　
　符号３２ｆは境界面である。位置決め面３２ｆは、枠本体３３と連結部３４とを区分す
る段差面であって、枠本体３３の先端面から予め定めた距離離間した位置に設けられてい
る。位置決め面３２ｆは、先端部本体２０の基端面である第１軸方向貫通孔２１の基端側
平面に当接する。
【００２９】
　枠本体３３の第１内孔３３ｈ内には内視鏡内蔵物の一つの所定部材である照明レンズ系
を構成する複数の光学レンズ３５ａ等の光学部材が固設されている。一方、連結部３４の
第２内孔３４ｈ内にはライトガイド口金３１の係入部３６が配置される。
【００３０】
　連結部３４には切欠部３４ａ、３４ｂが形成されている。切欠部３４ａ、３４ｂは、外
周端面から予め定めた深さで予め定めた形状の凹部であって、周方向に予め定めた間隔で
設けられている。
【００３１】
　連結部３４の外周面に切欠部３４ａ、３４ｂを設けたことによって、該外周面には予め
定めた弾性力を有する片持ち梁状フック部（以下、フック部と略記する）３４ｃが形成さ
れる。フック部３４ｃの内周面には中心軸方向に突出した予め定めた形状の係止爪３４ｄ
が形成されている。
【００３２】
　符号３４ｅは段差面である。段差面３４ｅは、第１内孔３３ｈが第２内孔３４ｈより小
径であることによって形成される。段差面３４ｅには係入部３６の端面３６ａが当接する
。段差面３４ｅは、連結部３４の基端面から予め定めた距離離間した位置に設けられてい
る。
【００３３】
　ライトガイド口金３１の外周面上であって、係入部３６の端面３６ａから予め定めた距
離、離間した位置には、螺旋状の螺旋溝３７が形成されている。螺旋溝３７にはフック部
３４ｃの係止爪３４ｄが係入する。そのため、係止爪３４ｄの幅寸法と、螺旋溝３７のピ
ッチ数、間隔、及び傾き角とは係入性を考慮して適宜設定される。　
　本実施形態において、係止爪の３４ｄの幅寸法は、係入部３６の外径に対して略１／４
に設定してある。しかし、係止爪の３４ｄの幅寸法は、これに限定されるものでは無く、
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弾性力等を考慮して適宜設定される。
【００３４】
　符号３８は、フランジであって、フランジ３８より基端側に保護チューブ（図４の符号
３９参照）の先端部が配設されるようになっている。
【００３５】
　ライトガイド口金３１の内孔３１ｈには、内視鏡内蔵物の一つのであるライトガイドフ
ァイバ束３０Ｌが配設されている。
【００３６】
　ここで、図７Ａ－図８Ｂを参照して先端部本体２０に照明ユニット３０を固設する手順
を説明する。　
　本実施形態においては、図７Ａ－図７Ｅに示す照明ユニット３０を組立手順と、図８Ａ
、図８Ｂに示す照明ユニット３０を先端部本体２０の照明孔に組付手順と、に分かれてい
る。
【００３７】
　図７Ａ－図７Ｅを参照して照明ユニット３０の組立手順を説明する。　
　まず、作業者は、ライトガイドファイバ束３０Ｌを有するライトガイド口金３１と、光
学レンズ３５ａが設けられた鏡枠３２とを用意する。そして、図７Ａに示すように組み付
け作業を開始する前に、ライトガイド口金３１の係入部３６の外周面に充填剤７０を塗布
する。
【００３８】
　塗布後、作業者は、充填剤７０が塗布されている係入部３６を鏡枠３２を構成する連結
部３４の第２内孔３４ｈ内に挿入していく。すると、図７Ｂに示すように連結部３４に設
けられている係止爪３４ｄの先端に係入部３６の外周面が当接する。すると、フック部３
４ｃが連結部３４の外周面３４ｏより外方に反り返るように弾性変形する。
【００３９】
　ここで、作業者は、フック部３４ｃからの弾性力に抗して係入部３６を更に深部に向け
て挿入していく。すると、係入部３６に設けられた螺旋溝３７にフック部３４ｃの係止爪
３４ｄが載置され、該係入部３６の挿入に伴って該係止爪３４ｄが螺旋溝３７上を移動し
ていく。
【００４０】
　そして、図７Ｃに示すように係入部３６の端面３６ａが第２内孔３４ｈ内の段差面３４
ｅに当接する。この結果、ライトガイドファイバ束３０Ｌの先端面と鏡枠３２に設けられ
た光学レンズ３５ａの基端面との間に隙間が形成された所定の状態で対向配置される。
【００４１】
　ここで、フック部３４ｄの係止爪３４ｄの先端が螺旋溝３７の谷内３７ｖに配置されて
係止状態であるか、山上３７ｍに配置されて非係止状態であるかを確認する。すなわち、
フック部３４ｃが弾性変形されて連結部３４の外周面より外方に反り返っているか否かを
確認する。
【００４２】
　フック部３４ｃが外方に反るように弾性変形していた場合、図７Ｄの矢印に示すように
鏡枠３２を長手軸回りに時計回り、あるいは、反時計回りに回動操作して係止爪３４ｄの
先端を螺旋溝３７の谷内３７ｖに配置させて引っ掛けて予め定めた係止状態を得る。
【００４３】
　この結果、図７Ｅに示すように外方に弾性変形していたフック部３４ｃが初期状態に戻
って連結部３４の外周面とフック部３４ｃの外周面とが同一面になる。この状態において
、係止爪３４ｄが螺旋溝３７内に所定の係止状態で配置されて、ライトガイド口金３１が
鏡枠３２に対して長手軸方向に位置ずれすること無く係止配置される。
【００４４】
　この状態で、充填剤７０が硬化することによってライトガイド口金３１と鏡枠３２との
組付けが完了する。すなわち、鏡枠３２とライトガイド口金３１とが一体な照明ユニット
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３０を得られる。
【００４５】
　図８Ａ、図８Ｂを参照して照明ユニット３０を先端部本体２０の第１軸方向貫通孔２１
に組付手順を説明する。　
　図８Ａに示すように照明ユニット３０を先端部本体２０の基端側から照明孔である第１
軸方向貫通孔２１に挿入して組み付ける。　
　なお、本図においては、第４軸方向貫通孔２４に、チャンネル用連結パイプ５１の先端
部が連結されている。ここで、チャンネルチューブ５２は省略してある。
【００４６】
　組み付け作業を開始する前に、作業者は、照明ユニット３０の鏡枠３２の枠本体３３の
外周面に充填剤（不図示）を塗布する。　
　塗布後、作業者は、充填剤が塗布されている枠本体３３を矢印Ｙ８Ａに示すように枠本
体３３の先端部を第１軸方向貫通孔２１の基端側開口２１ｍに向けて進め、孔内に挿入し
ていく。
【００４７】
　図８Ｂに示すように位置決め面３２ｆが第１軸方向貫通孔２１の基端側平面２１ｆに当
接する。このことによって、照明ユニット３０は、枠本体３３の先端側部を第１軸方向貫
通孔２１から予め定めた量突出した状態で、第１軸方向貫通孔２１に対して予め定めた挿
入配置状態になる。　
　この配置状態を保持して充填剤７０が硬化することによって、照明ユニット３０の先端
部本体２０への組付けが完了する。
【００４８】
　このように、照明ユニット３０を外周面に螺旋溝３７を形成したライトガイド口金３１
と、螺旋溝３７に係入する係止爪３４ｄを有するフック部３４ｃを備える鏡枠３２と、で
構成することによって、照明ユニット３０を組み立てた後、他の内視鏡内蔵物と同方向か
ら照明ユニット３０を先端部本体２０の照明孔に組み付けることができる。　
　この結果、先端部本体２０への照明ユニット３０の組付け作業が容易になり、高精度な
位置決め、および、部品破損の低減を実現できる。
【００４９】
　また、鏡枠３２が備えるフック部３４ｃの係止爪３４ｄをライトガイド口金３１の螺旋
溝３７に係入して照明ユニット３０を組み立てた上で、該照明ユニット３０を先端部本体
２０の照明孔に充填剤７０によって組み付けている。　
　この結果、鏡枠３２及びライトガイド口金３１に外周面側からビス固定するための雌ネ
ジ及び座繰り穴を不要にして照明ユニット３０を細径にして、挿入部のさらになる細径化
を実現できる。
【００５０】
　また、照明ユニット組付作業前に、予め組み立てられている照明ユニット３０を組み付
けることによって組付作業性をより向上させることができる。　
　さらに、上述した実施形態においては、ライトガイド口金３１の外周面上である係入部
３６の端面３６ａから予め定めた距離、離間した位置に螺旋溝３７を形成するとしている
。しかし、図９Ａに示すように螺旋溝３７をライトガイド口金３１の係入部３６の端面３
６ａから形成するようにしてもよい。　
　その他の構成は上述した実施形態と同様であり、同部材には同符号を付して説明を省略
する。
【００５１】
　この構成においては、図９Ｂに示すように凹字形状溝３４ｇを形成して係止爪３４ｄを
有するフック部３４ｃを形成する。　
　この構成によれば、第２内孔３４ｈの端面からの深さを浅く形成して、係入部３６の係
入距離を短くして組立性の更なる向上を図ることができる。　
　その他の作用及び効果は上述した実施形態と同様である。
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【００５２】
　図１０Ａ－図１０Ｅを参照して鏡枠３２の枠本体３３の先端部にフランジを設けた照明
ユニットの変形例を説明する。　
　図１０Ａに示すように照明ユニット３０を構成する鏡枠３２の枠本体３３の先端面から
予め定めた距離離間した位置には先端部フランジ７１が設けられている。
【００５３】
　図１０Ｂに示すように先端部フランジ７１は切欠部７２によって例えば二分割された分
割フランジであって、円弧７１ｃと、該円弧７１ｃの中央を通過する中心線７１ａに平行
な２つの線分７１ｂで形成している。
　図１０Ｃに示すように先端部本体２０の第１軸方向貫通孔２１の内周面２１ｈには、２
つの先端部フランジ７１が通過可能な軸方向溝７３が形成されている。　
　また、第１軸方向貫通孔２１の先端面側には先端部フランジ７１が回転して摺動可能な
フランジ用凹部７４が形成されている。フランジ用凹部７４は、所謂、座繰り穴であり、
フランジ基端面７１ｒがフランジ用凹部７４の底面７４ｄに配置される。
【００５４】
　この構成によれば、先端部フランジ７１を軸方向溝７３内に配置して、充填剤が塗布さ
れている枠本体３３を第１軸方向貫通孔２１の孔内に挿入する。　
　そして、図１０Ｄに示すように位置決め面３２ｆが第１軸方向貫通孔２１の基端側平面
２１ｆに当接することによって、照明ユニット３０の枠本体３３の先端側部が第１軸方向
貫通孔２１から予め定めた量突出した状態になるとともに、先端部フランジ７１が軸方向
溝７３を通過した状態になる。
【００５５】
　ここで、作業者は、図１０Ｅに示すように照明ユニット３０を時計回り、あるいは、反
時計回りに回転させて、先端部フランジ７１を軸方向溝７３からフランジ用凹部７４の底
面７４ｄ上に配置する。
【００５６】
　この結果、照明ユニット３０は、フランジ基端面７１ｒと位置決め面３２ｆとによって
先端部本体２０に挟持されるので、第１軸方向貫通孔２１から脱落すること無く、該貫通
孔２１に対して予め定めた挿入配置状態に保持される。
【００５７】
　ここで、フランジ用凹部７３及び軸方向溝７３に充填剤を追加塗布する。充填剤及び充
填剤が硬化することによって照明ユニット３０の先端部本体２０への組付けが完了する。
【００５８】
　このように、照明ユニット３０に先端部フランジ７１を設け、第１軸方向貫通孔２１を
有する先端部本体２０に軸方向溝７３及びと底面７４ｄを有するフランジ用凹部７４を設
ける。この結果、第１軸方向貫通孔２１に挿入配置された照明ユニット３０を治具を用い
ること無く保持して、充填剤を硬化させることができる。　
　その他の作用及び効果は上述した実施形態と同様である。
【００５９】
　なお、本実施形態においては、先端部フランジ７１を円弧７１ｃと、円弧７１ｃの中央
を通過する中心線７１ａに平行な２つの線分７１ｂで形成するとしている。しかし、先端
部フランジ７１を、図１１Ａに示すように円弧７１ｃと枠本体３３の外周に接する中心線
７１ａを挟んで対称な２つの接線７１ｄとで形成されるの先端部フランジ７１Ａ、あるい
は、図１１Ｂに示すように一点Ｐから延出されて枠本体３３の外周に接する中心線７１ａ
を挟んで対称な２つの接線７１ｅで形成される先端部フランジ７１Ｂ、あるいは、図１１
Ｃに示すように枠本体３３の外周面の所定の位置にピン部材７１ｐを配設して形成される
先端部フランジ７１Ｃ等であってもよい。ピン部材７１ｐは、丸ピンが好適であるが、角
ピンであってもよい。
【００６０】
　また、本実施形態において、フランジ基端面７１ｒは、図１２Ａに示すように長手軸３
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に配置された状態で摺動可能であって回転自在に構成してあった。　
　しかしながら、図１２Ｂに示すようにフランジ基端面７１ｒを長手軸３１ａに対して角
度θが鋭角となる傾斜面７１ｒ１としてもよい。
【００６１】
　この構成によれば、図１２Ｃに示す紆余に照明ユニット３０の枠本体３３の先端側部が
第１軸方向貫通孔２１から予め定めた量突出すると共に、先端部フランジ７１が軸方向溝
７３を通過した状態において照明ユニット３０を時計回り、あるいは、反時計回りに回転
させることによって、傾斜面７１ｒ１と外周面との交差点７１ｐがフランジ用凹部７４の
底面７４ｄをかじりながら回転移動されていく。
　この結果、照明ユニット３０が先端部本体２０に対してかじり固定されて軸方向へのガ
タを解消してより安定した保持状態を得ることができる。
【００６２】
　尚、本発明は、以上述べた実施形態のみに限定されるものではなく、発明の要旨を逸脱
しない範囲で種々変形実施可能である。
【符号の説明】
【００６３】
１…内視鏡　２…挿入部　３…操作部　４…ユニバーサルコード　５…先端部
６…湾曲部　７…可撓管部　８…湾曲操作装置　９…上下用ノブ　１０…左右ノブ
１１…操作スイッチ　１２…送気送水ボタン　１３…吸引ボタン　
２０…先端部本体　２１…第１軸方向貫通孔　２１ｆ…基端側平面　
２１ｈ…内周面　２１ｍ…基端側開口　２２…第２軸方向貫通孔
２３…第３軸方向貫通孔　２４…第４軸方向貫通孔　２５…第５軸方向貫通孔
２６…カバー配設凹部　２７…先端カバー　３０…照明ユニット
３０Ｌ…ライトガイドファイバ束　３１…ライトガイド口金　３１ａ…長手軸
３１ｈ…内孔　３２…鏡枠　３３…枠本体　３４…連結部　３４ａ…切欠部
３４ｃ…フック部　３４ｄ…係止爪　３４ｄ…フック部　３４ｄ…係止爪
３４ｅ…段差面　３４ｇ…凹字形状溝　３４ｏ…外周面　３５ａ…光学レンズ
３６…係入部　３７…螺旋溝　３７ｍ…山上　３７ｖ…谷内　３８…フランジ
４０…撮像ユニット　４１…対物レンズ枠　４２…撮像枠　４３…撮像装置外装枠
４４…信号ケーブル　５０…処置具チャンネルユニット　
５１…チャンネル用連結パイプ　５２…チャンネルチューブ
６０…送気送水ユニット　６１…送気送水用連結パイプ　６２…先端部
６３…送気チューブ　６４…第１基端部　６５…送水チューブ　６６…第２基端部
７０…充填剤　７１…先端部フランジ　７１ａ…中心線　７１ｂ…線分
７１ｃ…円弧　７１ｄ、７１ｅ…接線　７１ｐ…ピン部材　７１ｐ…交差点
７１ｒ…フランジ基端面　７１ｒ１…傾斜面　７２…切欠部　７３…軸方向溝
７３…フランジ用凹部　７３…軸方向溝　７４…フランジ用凹部　７４ｄ…底面



(11) JP 2017-6208 A 2017.1.12

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(12) JP 2017-6208 A 2017.1.12

【図５】 【図６】

【図７Ａ】

【図７Ｂ】

【図７Ｃ】

【図７Ｄ】

【図７Ｅ】



(13) JP 2017-6208 A 2017.1.12

【図８Ａ】

【図８Ｂ】

【図９Ａ】

【図９Ｂ】

【図１０Ａ】 【図１０Ｂ】



(14) JP 2017-6208 A 2017.1.12

【図１０Ｃ】

【図１０Ｄ】

【図１０Ｅ】

【図１１Ａ】

【図１１Ｂ】

【図１１Ｃ】

【図１２Ａ】



(15) JP 2017-6208 A 2017.1.12

【図１２Ｂ】

【図１２Ｃ】



专利名称(译) 内视镜

公开(公告)号 JP2017006208A 公开(公告)日 2017-01-12

申请号 JP2015122204 申请日 2015-06-17

[标]申请(专利权)人(译) 奥林巴斯株式会社

申请(专利权)人(译) 奥林巴斯公司

[标]发明人 今井俊一

发明人 今井 俊一

IPC分类号 A61B1/00 G02B23/24

FI分类号 A61B1/00.300.P G02B23/24.A A61B1/00.715 A61B1/07.732 A61B1/07.733

F-TERM分类号 2H040/CA11 2H040/DA18 4C161/CC06 4C161/DD03 4C161/FF35 4C161/FF40 4C161/FF46 4C161
/JJ06 4C161/MM10

代理人(译) 伊藤 进
长谷川 靖
ShinoUra修

其他公开文献 JP6465300B2

外部链接 Espacenet

摘要(译)

要解决的问题：提供一种能够确保且容易地将内窥镜内置物体组装到构
成插入部分的远端部分的远端部分主体而不会损坏部件的内窥镜。 解决
方案：内窥镜1设置有光源31，光源31在插入部分2内部具有预定构件并
且具有螺旋槽37，插入部分2内部的预定构件布置在内部，并且，镜头框
架32具有钩部34c，该钩部34c设置成钩在螺旋槽37上。 点域5

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/820c45ed-37d1-406f-9f5d-ca67f908b682
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/057760571/publication/JP2017006208A?q=JP2017006208A

